
ビジネスバンキング Web 利用規定 

十八親和銀行 

［共通編］  

第１条 ビジネスバンキングＷeb 

 １ 定 義 

⑴ ビジネスバンキング Web （以下、 ｢本サービス｣ といいます。） 

とは、 本サービスの契約者 （以下、 ｢契約者｣ といいます。） が

当行に対し、 インターネットに接続可能なパーソナルコンピュー

ター等の端末機器 （以下、 ｢端末｣ といいます。） により、 ビジ

ネスバンキング Web 利用規定 （以下、 ｢本規定｣ といいます。） の 

［共通編］、 ［照会・資金移動サービス編］、 ［一括伝送サービス

編］、 ［税金・各種料金払い込み ｢Pay－easy （ペイジー）｣ 編］、 

［外為 Web サービス編］、 ［API 連携機能編］ 所定の各種サービ

スについてサービス提供の依頼を行い、 当行がこれに対応するサ

ービス提供を行うことをいいます。  

⑵ 契約者は、 本サービスにおける次の各種サービスを申込むこと

ができます。 

 ア 照会・資金移動サービス （以下、 ｢照会・資金移動｣ といいま

す。）  

 イ 明細オプションサービス （以下、 ｢明細オプション｣ といいま

す。）  

 ウ 一括伝送サービス （以下、 ｢一括伝送｣ といいます。）  

 エ 税金・各種料金払い込みサービス ｢Pay－easy （ペイジー）｣ 

（以下、 ｢料金等払い込み｣ といいます。）  

 オ 外為 Web サービス （以下、 ｢外為 Web｣ といいます。）  

   なお、 照会・資金移動の申込は必須となり、 料金等払い込み

は照会・資金移動の申込により利用できます。  

⑶ 各種サービスの詳細については、 本規定の ［照会・資金移動編］、 

［明細オプション編］、 ［一括伝送編］、 ［料金等払い込み編］、 ［外

為 Web 編］、 ［ワンタイムパスワード編］、 ［API 連携機能編］ に

よるものとします。  

⑷ 本サービスで当行が提供する各種サービスの内容については、 

契約者ごとに個別に定めるものとします。  

２ 使用できる機器 

本サービスの利用に際して使用できる端末は、 当行所定のものに

限ります。本サービスに使用する端末は、 契約者の負担および責任

において契約者が準備し、 本サービスの利用に適した状態および環

境に設定し維持するものとします。  

３ 利用時間 

  本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。 なお、 当行

はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合が

あります。  

４ サービス基本料金 

⑴ 契約者は当行に対し、 本サービスについての当行所定のサービ

ス基本料金およびその消費税相当額 （以下、 「サービス基本料金

等」 といいます。） を本サービス利用の有無に関わらず毎月支払

うものとします。 なお、 初回の支払は無料期間終了後 （サービ

スにより異なります） からとします。  

⑵ サービス基本料金等は、 当行の普通預金規定 （総合口座取引規

定を含みます。）、 当座勘定規定にかかわらず、 預金通帳および預

金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 あらかじめ

指定された預金口座から、 毎月当行所定の日に自動的に引落すも

のとします。  

第２条 利用資格 

１ 本サービスの利用申込者 （以下、 ｢利用申込者｣ といいます。） は、 

次の各号全てに該当する方とします。 

⑴ 法人、 または法人格のない団体、 または個人事業主の方 

⑵ 本規定の適用に同意した方 

⑶ 当行本支店に普通預金口座、 または当座預金口座をお持ちの方 

２ 第２条１項に該当する方からの利用申込であっても、 当行は、次

の場合には利用申込を承諾しないことがあります。 なお、 利用申込

者は、 この不承諾につき異議を述べないものとします。  

⑴ 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき 

⑵ その他、 当行が利用を不適当と判断したとき 

第３条 リスクの承諾 

１ 当行は、 本規定、 マニュアル、 パンフレット、 ホームページ等

に、 本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採

用しているセキュリティ手段を明示します。  

２ 利用申込者は、 本サービスにリスクが存在することを承諾し、 リ

スクの内容を理解し、 当行のリスク対策の内容をすべて理解したう

えで利用申込を行うものとします。  

第４条 申込代表口座 

１ 契約者は、 あらかじめ、 申込書により当行本支店における契約者

名義の普通預金口座または当座預金口座を申込代表口座として必ず

申込むものとします。  

２ 申込代表口座は、 サービス指定口座およびサービス基本料金等の

決済口座を兼ねるものとします。 

第５条 サービス指定口座 

１ 契約者は、 あらかじめ、 申込書により当行本支店における契約者

名義の口座をサービス指定口座として申込むことができるものとし

ます。  

２ サービス指定口座として登録できる口座数および口座種目は、 当

行所定の口座数および口座種目とします。 なお、 当行は、 サービ

ス指定口座として登録できる口座数および口座の種目を、 契約者に

事前に通知することなく変更する場合があります。  

３ ビジネスバンキング Web およびビジネスバンキング Web ライトに

おいて申込代表口座は当行 1 店舗につき 1 口座の指定となります。申

込代表口座とサービス指定口座は別の契約を含め重複して申込むこ

とはできません。 

第６条 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ 

１ 契約者は、 マスターユーザとして、 契約者が契約した本サービス

における各種サービスについて、 利用権限を有するものとします。  

２ 契約者は、 マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利

用者 （以下、 「管理者ユーザ」 および 「一般ユーザ｣ といいます。） 

を、 当行所定の手続により登録できるものとします。  

３ 契約者は、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関

する登録内容の変更について、 当行所定の方法で、 直ちに届出るも

のとします。 なお、 変更の種類によっては、 変更手続の完了まで

に時間を要することがあり、 この場合当行は、 当行内で変更手続が

完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユー

ザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものと

し、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当行の責め

に帰すべき事由がある場合を除き、 当行は責任を負いません。  

第７条 電子証明書、 ログイン I D、 パスワード等 

１ 本サービスをご利用いただく際の本人確認方法には、 ｢電子証明書

方式｣ および ｢ I D・パスワード方式｣ があり、 どちらを使用するか

は任意とします。  

①電子証明書方式 

 電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であるこ

とを確認する方式 

② ID・パスワード方式 

 ログイン ID、 ログインパスワードにより契約者ご本人であること

を確認する方式 

２  ｢電子証明書方式｣ および ｢ ID・パスワード方式｣ いずれの場合

も、 契約者は、 本人確認のためのログイン ID、 およびログインパ

スワード、 認証パスワード、 支払暗証番号を、 当行所定の方法で

届出るものとします。  

３  ｢電子証明書方式｣ では、 当行が発行する電子証明書を当行所定

の方法により、契約者のパソコンにインストールしていただきます。  

（インストールの際、 前項のログイン ID が必要になります。 なお、

「電子証明書方式」 の場合、 ログイン ID は電子証明書のインス

トールのためのみに使用されます。）  

⑴ 電子証明書は当行所定の期間 （以下、 ｢有効期間｣ といいます。） 

に限り有効です。 契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の

方法により電子証明書の更新を行うものとします。 なお、 当行は

契約者に事前に通知することなく、 この電子証明書のバージョン

を変更する場合があります。  

⑵ 本契約が解約された場合、 電子証明書は無効となります。  

４ 契約者が管理者ユーザおよび一般ユーザを登録する場合、 契約者

は、 管理者ユーザおよび一般ユーザの本人確認のためのログイン ID、 

ログインパスワードを当行所定の方法で届出るものとします。  

５ 本サービスの当行所定の取引において、 ワンタイムパスワードに

よる認証を行ないます。 ワンタイムパスワードの詳細は、 本規定の 

［ワンタイムパスワード編］ によることとします。  

６ ログインパスワード、 認証パスワード、 支払暗証番号、 ワンタ

イムパスワード （以下、 ｢パスワード等｣ といいます。） およびロ

グイン ID は、 契約者および管理者ユーザ・一般ユーザの本人確認に

使用する大変重要な情報です。 ログイン ID、 パスワード等は契約者

および管理者ユーザ・一般ユーザの責任において厳重に管理し、 他

人に教えたり、 紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。 

なお、 当行からログイン ID、 パスワード等をお聞きすることはあり

ません。  

７ ログイン ID、 パスワード等を、 契約者が任意に変更する場合は、 

当行所定の方法で届出るものとします。 なお、 管理者ユーザ・一般

ユーザのログインパスワードについては、 管理者ユーザ・一般ユー

ザが当行所定の方法で任意に変更することができるものとします。  



８ パスワード等のうちログインパスワードおよび認証パスワードに

ついては、 契約者のセキュリティ確保のため、 当行所定の有効期限

を有するものとします。 契約者および管理者ユーザ・一般ユーザは、 

有効期限経過後本サービスをはじめて利用する際に、 有効期限を経

過したログインパスワードまたは認証パスワードを変更するものと

します。  

９ 契約者および管理者ユーザ・一般ユーザが、 パスワード等の入力

を当行所定の回数連続して誤った場合は、 当行は本サービスの取扱

いを中止することができるものとします。  

第８条 本人確認 

契約者は取引において、 電子証明書 （「電子証明書方式」 の場合） 

およびログイン ID、 パスワード等をパソコンより当行に送信するもの

とします。 当行は送信された内容と、 当行に登録された内容の一致を

確認した場合、 当行は、 次の事項を確認したものとして取扱ます。  

⑴ 契約者の有効な意思による申込であること。  

⑵ 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。  

⑶ 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。  

第９条 電子メール 

１ 契約者は、 契約者の電子メールアドレスを、 当行所定の方法によ

り届出るものとします。  

２ 契約者が管理者ユーザ・一般ユーザを登録する場合、 契約者は管

理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスを、 当行所定の方法

で届出るものとします。  

３ 当行は、 振込や振替の受付結果やその他の告知を、 届出の契約者

または管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスに電子メール

で送信します。  

４ 届出の契約者または管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレ

スを変更する場合は、 当行所定の方法で登録を変更するものとしま

す。  

５ 当行が、 届出の契約者または管理者ユーザ・一般ユーザの電子メ

ールアドレスに、 電子メールを送信したうえは、 通信障害その他の

理由により電子メールが未着・延着したときでも、 通常到達すべき

時に到達したものとみなします。 これらの未着・延着によって万一

契約者に損害が生じた場合でも、 当行の責めに帰すべき事由がある

場合を除き、 当行は責任を負いません。  

６ 契約者が届出た契約者または管理者ユーザ・一般ユーザの電子メー

ルアドレスが、 契約者または管理者ユーザ・一般ユーザの責めによ

り、 契約者または管理者ユーザ・一般ユーザ以外の者の電子メール

アドレスになっていたとしても、 それによって生じた損害について、 

当行は責任を負いません。  

第 10 取引の依頼 

１ 取引の依頼方法 

本サービスによる取引の依頼は、 契約者または管理者ユーザ・一

般ユーザが、 取引に必要な所定の事項を、 当行の指定する方法によ

り、 正確に当行に伝達することで行うものとします。  

２ 取引依頼の確定 

当行は、 本サービスによる取引の依頼を受けた場合、 一部の依頼内

容を除き、 契約者または管理者ユーザ・一般ユーザに依頼内容の確

認画面を表示しますので、 その内容が正しい場合には、 当行の指定

する方法で確認した旨を当行に伝達してください。 当行がそれを確

認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、 当行が定めた方

法で各取引の手続を行います。 受付完了画面で受付完了を確認でき

なかった場合は、 依頼内容の照会機能で確認してください。  

３ 依頼内容の変更・取消 

依頼内容の変更または取消は、 契約者または管理者ユーザ・一般

ユーザが、 当行所定の方法により行うものとします。 なお、 当行

への連絡の時期、 依頼内容等によっては、 変更または取消ができな

いことがあります。  

第 11 条 契約者からの解約 

１ 契約者は、 当行に通知することにより、 本サービスをいつでも解

約できるものとします。  

２ 契約者から当行に対する解約通知は、 当行所定の申込書により行

なうものとします。 なお、 解約の効力は、 お届けいただいた後、 当

行の解約手続が完了した時点から発生するものとし、 解約手続完了

前に生じた損害については、 当行は責任を負いません。  

第 12 条 当行からの解約 

１ 申込代表口座の解約は、 本サービスの解約申込とみなします。  

２ サービス指定口座の解約は、 その口座にかかる限度における本サ

ービスの解約申込とみなします。  

３ 契約者に次の各号の事由が１つでも生じたときは、 当行は契約者

に事前に通知することなく、 本サービスを解約することができるも

のとします。 ただし、 解約の効力は契約者の当行に対する届出住所

に対し、 当行が解約通知を発送したときに生じるものとします。  

⑴ 破産、 民事再生手続開始、 会社更生手続開始、 会社整理開始

もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく

倒産手続開始の申立があったとき 

⑵ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

⑶ 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によっ

て、 当行において契約者の所在が不明になったとき 

⑷ 相続の開始があったとき 

⑸ 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき 

⑹ １年以上にわたり本サービスの利用がないとき 

⑺ 解散、 その他営業活動を休止したとき 

⑻ 当行への本規定に基づく届出事項について、 虚偽の事項を通知

したことが判明したとき 

⑼ 本利用規定及び取引約定に違反したと当行が認めたとき 

⑽ 契約者・当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと

当行が認めたとき 

⑾ その他、 当行がサービスの中止・解約を必要とする相当の事由

が発生したとき 

   当行は、 本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、 

契約者に予め通知することなく、 いつでも本サービスの利用を一時

停止することができます。 ただし、 当行はこの規定により、 契約 

者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。  

第 13 条 解約時のその他留意事項 

１ 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負ってい

る場合は、 現金またはあらかじめ指定された預金口座からの引落し

により支払うものとします。  

２ 本サービスが解約により終了した場合、 その時までに処理が完了

していない取引の依頼については、 当行はその処理をする義務を負

わないものとします。  

第 14 条 関係規定の適用・準用 

１ 本規定に定めのない事項については、 普通預金規定、 当座勘定規

定等関係する規定により取扱います。 これらの規定と本規定との間

に齟齬がある場合、 本サービスに関しては本規定が優先的に適用さ

れるものとします。  

２ 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、 本規定に定めの

ない事項については、 振込規定を準用します。  

第 15 条 規定または利用方法の変更 

１ 当行は、 変更内容を第 21 条の通知手段でお知らせのうえ、 本規

定の内容を変更することができるものとします。  

２ 当行は、 契約者に事前に通知することなく、 利用方法を変更する

ことができるものとします。 利用方法を変更した場合、 その変更内

容を第 21 条の通知手段により、 のちほどお知らせします。  

３ 本規定または利用方法を変更した場合、 変更日以降は、 変更後の

内容に従い取扱うこととします。 かかる変更により万一契約者に損

害が生じた場合でも、 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き

当行は責任を負いません。  

第 16 条 サービスの追加 

１ 本サービスに今後追加されるサービスについて、 契約者は新たな

申込なしに利用できるものとします。 ただし、 当行が指定する一部

のサービスについてはこの限りではありません。  

２ サービスの追加時には本規定を追加・変更する場合があります。  

第 17 条 サービスの廃止 

１ 当行は、 廃止内容を第 21 条の通知手段でお知らせのうえ、 本サ

ービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することが

できるものとします。  

２ サービスの全部または一部廃止時には、 本規定を変更する場合が

あります。  

第 18 条 届出事項の変更 （電子証明書を含む）  

１ 本サービス及び預金口座に関する印章、 名称、 住所、 電話番号、 

電子メールアドレス、 ログイン ID、 パスワード等、 マスターユー

ザおよび管理者ユーザ・一般ユーザに関する登録内容の変更、 その

他の届出事項に変更があったときには、 当行所定の方法で、 直ちに

当行に届出てください。 変更の効力は、 お届いただいた後、 当行

の変更手続が完了した時点から発生するものとし、 変更手続完了前

に生じた損害については、 当行は責任を負いません。  

２ 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、 破棄する場合、 

契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除 （アンイン

ストール） を行うものとします。 契約者がこの削除を行わなかった

場合に、 電子証明書の不正使用その他の事故があっても、 そのため

に契約者に生じた損害について、 当行は責任を負いません。  

またパソコンの譲渡、 破棄により新しいパソコンを使用する場合は、 

当行所定の方法により電子証明書の再インストールを行うものとし

ます。  

第 19 条 免責条項等 

１ 当行及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全

対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、 当行



は責任を負いません。  

⑴ 電子機器、 通信機器、 通信回線およびパソコン等の障害により、 

サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 

⑵ ログイン I D、  パスワード等や取引情報が漏洩したために生じ

た損害 

２ 災害・事変等の不可抗力、 裁判所等公的機関の措置、 その他やむ

を得ない事由があった場合、 各種サービスの取扱いに遅延・不能が

生じた場合、 および金融 EDI 情報の提供遅延、 不達、 漏洩、 改ざ

ん、 データ消失等が発生したことに起因する損害について、 当行は

責任を負いません。  

３ 本サービスでのサービス提供にあたり、 当行が当行所定の本人確

認手段に従って本人確認を行なったうえで送信者を契約者または管

理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行なった場合は、 ログ

イン ID、 パスワード等につき当行の責めによらない不正使用その他

の事故があっても、 そのために生じた損害について、 当行は責任を

負いません。  

４ 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、 契

約者の負担および責任において確保するものとします。 当行は、 本

契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではあ

りません。 端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しな

い、 または成立し、 契約者に損害が生じた場合でも、 当行の責め

に帰すべき事由がある場合を除き、 当行は責任を負いません。  

５ 当行が、 本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用され

た印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ない

ものと認めて取扱いを行なった場合は、 それらの書面につき偽造、 

変造、 盗用その他の事故があっても、 そのために生じた損害につい

ては、 当行は責任を負いません。  

６ 契約者、 契約者の役職員およびその親族、 同居人、 留守人、 使

用人、 契約者の委託先の関係者、 またはそれに準ずる者によって生

じた損害については、 当行は責任を負いません。  

第 20 条 契約者の遵守事項 

１ 契約者は、 本サービスのご利用にあたり、 必ず、 次の事項を行

うものとします。 契約者がこれらの事項を行わなかったときは、 前

条の規定により当行が責任を負う場合であっても、 当行は免責され

るものとします。  

⑴ 当行が導入しているセキュリティ対策の実施および利用 

⑵ 本サービスに使用する端末にインストールされている、 基本ソ

フト （O S） やウェブブラウザ等の当行が本規定第 21 条の通知手

段によって案内した動作確認範囲における最新の状態への更新、 

および各種ソフトウェアの最新の状態への更新 

⑶ 本サービスに使用する端末へのセキュリティ対策ソフトの導入 

⑷ 本サービスに使用する端末へ導入しているセキュリティ対策ソ

フトの最新の状態への更新および稼動 

⑸ パスワード等の定期的な変更 

⑹ 電子証明書が突然消失した場合の、 当行への速やかな通報 

⑺ 不審なログイン履歴や、 身に覚えがない取引履歴および当行か

ら送信する本サービスの取引に関する電子メール （以下、 「取引

メール」 といいます。） がないことの頻繁な確認 

⑻ 当行がホームページや電子メール等で注意喚起あるいは対応依

頼した内容の確認および実施 

⑼ 振込限度額の必要最低限での設定 

⑽ 不正取引による被害を発見した場合、 不審なログイン履歴や取

引履歴を発見した場合、 身に覚えがない取引メールを受取った場

合、 およびその他不正が疑われる場合の、 速やかな当行への通報 

⑾ 不正取引が発生した場合の、 30 日以内の当行および警察への通

報 

⑿ 不正取引が発生した場合の、 当行による調査および警察による

捜査への協力 

２ 契約者は、 本サービスのご利用にあたり、 ログイン I D・パスワ

ード等を厳重に保管・管理することとし、 次に定めるような行為を

しないものとします。 契約者がこれらの行為をしていた場合、 前条

の規定により当行が責任を負うときであっても、 当行は免責される

ものとします。  

⑴ 本サービスに使用する端末にインストールされている各種ソフ

トウェアで、 メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト （O 

S） やウェブブラウザ等の使用 

⑵ 他人へのログイン I D・パスワード等の通知・貸与、 あるいは当

行所定のパスワード生成機の譲渡・貸与 

⑶ ログイン I D・パスワード等のパソコンや携帯電話等への保存・

記載・貼付 

⑷ 本サービスに使用する端末でのファイル共有ソフトの利用 

第 21 条 通知手段 

契約者は、 当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、 当行ホ

ームページへの掲示、 電子メール等が利用されることに同意します。 

第 22 条 契約期間 

この契約の当初契約期間は、 申込書に記載されている申込日から起

算して１年間とし、 契約者または当行からの特段の申出がない限り、 

契約期間満了の翌日から１年間継続されるものとします。 以後も同様

とします。  

第 23 条 サービスの休止 

１ 当行は、 システムの維持、 安全性の維持、 その他必要な事由が

ある場合は、 サービスの休止の時期及び内容について第 21 条の通知

手段によりお知らせのうえ、 本サービスを一時停止または中止する

ことができるものとします。  

２ ただし、 前項の規定にかかわらず、 緊急かつやむを得ない場合に

限り、 当行は契約者へ事前に通知することなく、 本サービスを一時

停止または中止できるものとします。 この場合は、 この休止の時期

及び内容について、 第 21 条の通知手段により、 のちほどお知らせ

します。  

第 24 条 海外からの利用 

本サービスは、 原則として、 国内からの利用に限るものとし、 契

約者は、 海外からの利用については、 各国の法令、 事情、 その他の

事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があるこ

とに同意するものとします。  

第 25 条 譲渡、 質入れ等の禁止 

契約者は、 本規定に基づく契約者の権利および預金等を譲渡、 質入

れ等することはできません。  

第 26 条 準拠法・合意管轄 

本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、

やむを得ず訴訟を必要とする場合には、 当行本店の所在地を管轄とす

る裁判所を管轄裁判所とします。  

［照会・資金移動編］ 

第 27 条 利用できるサービス 

契約者は、 照会・資金移動における次のサービスを利用できるもの

とします。  

⑴ 照会サービス 

⑵ 振込振替サービス 

第 28 条 照会サービス 

１ 内 容 

照会サービスとは、 本サービスのサービス指定口座について、 当

行所定の時点における残高および当行所定の期間における取引の口

座情報を提供するサービスです。  

２ 提供内容の変更・取消 

振込依頼人からの訂正依頼、 その他取引内容に変更があった場合

には、 当行は既に提供した口座情報について変更または取消を行う

ことがあります。 なお、 このような変更または取消のために生じた

損害について、 当行は責任を負いません。  

第 29 条 振込振替サービス 

１ 内 容 

⑴ 振込振替サービスとは、 サービス指定口座から、 振込資金また

は振替資金 （以下、 「振込振替資金」 といいます。） を引落し

のうえ、 当行本支店および 「全国銀行データ通信システム」 に

加盟している当行以外の金融機関の国内本支店の口座 （以下、 「入

金指定口座」 といいます。） あてに、 振込通知を発信、 または

振替処理を行うことができるサービスです。  

⑵ 振込振替サービスにおける振込または振替の取引は、 次の区 

により取扱います。  

ア 入金指定口座が、 サービス指定口座と異なる当行本支店にある

場合、 または当行以外の金融機関の本支店にある場合、 もしく

は入金指定口座がサービス指定口座と異なる名義の場合は、 「振

込」 として取扱います。  

イ 入金指定口座が、 サービス指定口座と同一店内かつ同一名義の

場合は、 「振替」 として取扱います。  

⑶ 振込振替サービスは、 受取人番号方式および都度指定方式によ

り利用できるものとします。  

 ア 受取人番号方式 

契約者が、 当行所定の申込書により、 受取人番号を付した入

金指定口座を事前に当行に対して登録を依頼し、 契約者がインタ

ーネット画面上で受取人番号一覧から選択する方式 

イ 都度指定方式 

   契約者が、 インターネット画面上で、 入金指定口座を入力ま

たは選択する方式 

２ 振込手数料 

⑴ 契約者は当行に対し、 振込振替サービスについての当行所定の

振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 （以下、 

「振込手数料等」 といいます。） を当行所定の方法により支払う

ものとします。  

⑵ 振込手数料等は、 当行の普通預金規定 （総合口座取引規定を含



みます。）、 当座勘定規定にかかわらず、 預金通帳および預金払戻

請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約者の選択によ

り、 次のいずれかの方法で引落すものとします。  

 ア 申込代表口座から、 毎月当行所定の日に自動的に引落 

 イ サービス指定口座から、 振込を行う都度、 振込資金と合算で

自動的に引落 

３ 支払限度額 

⑴ １日あたりの支払限度額 

  振込振替サービスにおけるサービス指定口座１口座からの依頼日

１日あたりの支払限度額 （以下、 「１口座の支払限度額」 といい

ます。） は、 あらかじめ契約者が当行に届出た金額の範囲内としま

す。 ただし、 この限度額は、 当行所定の金額の範囲内とします。  

⑵ 都度指定方式の支払限度額 

  都度指定方式におけるサービス指定口座１口座からの依頼日１日

あたりの支払限度額 （以下、 「都度指定方式における１口座の支

払限度額」 といいます。） は、 あらかじめ契約者が当行に届出た

範囲内とします。 ただし、 この限度額は当行所定の金額の範囲内

とします。 なお、 「都度指定方式における１口座の支払限度額」 は、 

「１口座の支払限度額」 に包含されるものとします。  

４ 処理指定日 

⑴ 契約者は、 振込振替サービスの処理指定日として、 依頼日当日

を指定することができます。 （以下、 「当日振込振替」 といい

ます。） ただし、 都度指定方式において当日振込振替を行う場合、 

契約者はあらかじめ当行所定の方法で申込みを行うものとします。  

⑵ 契約者は、 振込振替サービスの処理指定日として、 依頼日の翌

営業日以後の当行所定の期間における銀行営業日を指定すること

ができます。 （以下、 「振込振替予約」 といいます。）  

５ 取引の成立 

⑴ 本規定 ［共通編］ 第 10 条による取引依頼の確定時 （ただし、 

振込振替予約の場合には、 処理指定日の当行所定の時刻） に、 振

込振替資金を、 当行の普通預金規定 （総合口座取引規定を含みま

す。）、 当座勘定規定にかかわらず、 預金通帳および預金払戻請求

書または当座小切手の提出を省略のうえ、 サービス指定口座から

自動的に引落します。  

⑵ 振込振替契約は、 振込振替資金を当行が引落した時に成立する

ものとします。  

⑶ 振込振替契約が成立した場合、 当行は、 依頼内容にもとづいて

振込通知を発信し、 または振替の処理を行います。  

⑷ 次のいずれかに該当する場合、 振込振替サービスによる振込ま

たは振替の取引はできません。  

ア 振込金額または振替金額がサービス指定口座から払戻すことの

できる金額 （当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。） 

を超えるとき。  

イ 当行本支店あての振込、 または振替の取引において、 入金指

定口座への入金ができないとき。  

 ウ 契約者からサービス指定口座についての支払停止の届出があり、 

それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。  

 エ 差押等やむを得ない事情があり、 当行が支払を不適当と認めた

とき。  

６ 振込振替予約における振込振替資金の引落不能時の取扱い 

振込振替予約において、 処理指定日の当行所定の時刻に振込振替

資金の引落しができないときは、 その依頼がなかったものとして、 

振込または振替の取引はしません。 この場合、 当行は、 契約者に

対し振込振替資金の引落不能の旨の通知はしません。  

なお、 サービス指定口座からの支払が照会・資金移動によるもの

に限らず複数ある場合で、 その払出し総額がサービス指定口座より

払出すことができる金額を超えるときは、 そのいずれを払出すかは

当行の任意とします。  

７ 取引内容の確認等 

⑴ 振込または振替の取引後は、 すみやかに該当する預金通帳へ 

の記入または、 当座勘定照合表により、 取引内容を照合してくだ

さい。 万一、 取引内容・残高に相違がある場合は、 直ちにその

旨をお取引店にご連絡ください。  

⑵ 取引内容・残高に相違がある場合において、 契約者と当行の間

で疑義が生じたときは、 当行が保存する電磁的記録等の記録内容

を正当なものとして取扱います。  

８ 依頼内容の訂正、 組戻し 

⑴ 振込の取引において、 依頼内容の確定後にその依頼内容を変更

する場合には、 当該取引を行ったサービス指定口座の口座開設店

の窓口において次の訂正の手続により取扱います。 ただし、 振込

先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、 次号

に規定する組戻しの手続により取扱います。  

 ア 訂正の依頼にあたっては、 当行所定の 「振込金訂正等依頼書」 

に、 当該取引を行ったサービス指定口座にかかる届出の印章 （以

下、 「届出の印章」 といいます。） により記名押印して提出し

てください。 この場合、 当行所定の本人確認資料または保証人

を求めることがあります。  

 イ 当行は、 「振込金訂正等依頼書」 に従って、 訂正依頼電文を

振込先の金融機関に発信します。  

⑵ 振込の取引において、 依頼内容の確定後にその依頼を取りやめ

る場合には、 当該取引を行ったサービス指定口座の口座開設店の

窓口において次の組戻しの手続により取扱います。 組戻手続を行

う場合、 本条第２項の振込手数料等は返却しません。 また組戻し

につきましては、 別途手数料がかかりますので、 あらかじめご了

承ください。  

 ア 組戻しの依頼にあたっては、 当行所定の 「振込金訂正等依頼

書」 に、 届出の印章により記名押印して提出してください。 こ

の場合、 当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあ

ります。  

 イ 当行は、 「振込金訂正等依頼書」 に従って、 組戻依頼電文を

振込先の金融機関に発信します。  

 ウ 組戻しされた振込資金は、 「振込金訂正等依頼書」 に指定さ

れた方法により返却します。 現金で返却を受けるときは、 当行

所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、 提出してくだ

さい。 この場合、 当行所定の本人確認資料または保証人を求め

ることがあります。  

⑶ 前１号、 ２号の場合において、 振込先の金融機関がすでに振込

通知を受信しているときは、 訂正または組戻しができないことが

あります。 この場合には、 受取人との間で協議してください。  

⑷ 振替の取引の場合には、 依頼内容の確定後は依頼内容の変更ま

たは依頼の取りやめはできません。  

［明細オプション編］  

第 30 条 明細オプション 

１ 内 容 

⑴ 明細オプションを契約した契約者は、 明細照会サービスと通知

サービスを利用できるものとします。  

⑵ 照会、 通知をおこなう明細については、 入出金、 振込入金の

いずれかを選択するものとします。  

⑶ 明細照会サービスとは、 明細オプションの指定口座について、 

当行所定の時点における入出金または、 振込入金の明細情報を提

供するサービスです。  

⑷ 通知サービスとは、 明細オプションの指定口座に入出金または、 

振込入金の取引が発生した場合、 当行所定の方法で電子メールに

て通知するサービスです。  

２ 情報内容の変更・取消 

 振込依頼人からの訂正依頼、 その他取引内容に変更があった場合

には、 当行は既に送信した内容について変更または取消を行うこと

があります。 変更または取消のために生じた損害について、 当行は

責任を負いません。  

３ 利用時間 

明細照会サービスと通知サービスの利用時間は、 それぞれ当行所

定の時間内とします。  

４ 解約 

 ビジネスバンキング Web を解約した場合、 明細オプションの指定

口座を解約した場合は、 同時に明細オプションの契約も解約します。  

［一括伝送編］  

第 31 条 一括伝送 

１ 一括伝送を契約した契約者 （以下、 「伝送契約者」 といいます。） 

は、 一括伝送における次のサービスを利用できるものとします。  

⑴ 総合振込 

⑵ 給与振込 

⑶ 地方税納付 

⑷ 口座振替 （当行のみ）  

⑸ ワイドネットサービス 

⑹ Ｑネット代金回収サービス 

⑺ 入出金明細 ［全銀］  振込入金明細 ［全銀］  

２ 伝送契約者は、 当行に対して、 申込代表口座の口座開設店を取り

まとめ店として、 一括伝送の事務を委託するものとします。  

３ 伝送契約者または管理者ユーザ・一般ユーザ （伝送契約者の利用

権限を一定の範囲内で代行する者） は、 各種サービスのデータを、 

あらかじめ定められた当行所定の日時までに、 当行所定の方法によ

り、 伝送するものとします。  

４ 上記総合振込および入出金明細 ［全銀］、 振込入金明細 ［全銀］ 

のサービス提供にあたっては、 全銀 EDI システムに格納された金融

EDI 情報を次の目的の範囲内で当行が利用することがあります。  

⑴ 金融 EDI 情報に不具合等が発生し、 銀行がリカバリ処理等をお

こなう場合や振込事務をおこなううえで確認する必要が生じた場

合。  



⑵ 各種法令対応等の必要性から確認する必要が生じた場合。  

⑶ 銀行内での市場調査や各種分析、 商品、 サービス等に関する新

たな企画、 内容改善等のマーケティング活動をおこなう場合。  

第 32 条 総合振込 

伝送契約者は、 当行に対して、 一括伝送を利用した画面入力方式ま

たはファイル受付方式にて、 当行所定のデータ形式により振込事務を

委託します。 なお、 振込事務の委託には全銀 EDI に対応したソフトウ

ェア等で作成した XML 形式のデータを使用することも可能とします。   

第 33 条 給与振込 

１ 伝送契約者は、 伝送契約者の役員ならびに従業員 （以下、 「受

取人」 といいます。） に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、 当

行に対して、 一括伝送を利用した振込事務を委託します。  

２ 伝送契約者は、 当行に振込を依頼するにあたって、 受取人の振込

指定口座の確認を事前に行うものとします。 確認に際し必要がある

場合は、 当行は伝送契約者に協力するものとします。  

３ 受取人に対する振込金の支払開始時期は、 振込指定日の午前 10 時

からとします。  

第 34 条 総合振込・給与振込共通規定 

１ 伝送契約者は、 一括伝送を利用して、 総合振込または給与振込を

行う場合、 当行に対して、 当行所定の振込手数料および振込手数料

合計額にかかる消費税相当額 （以下、 「伝送振込手数料等」 とい

います。） を、 当行所定の方法により支払うものとします。  

２ 伝送契約者は振込指定日として、 当行所定の期間における銀行営

業日を指定することができます。  

３ 振込資金、 伝送振込手数料等の支払指定口座 （以下、 「支払指

定口座」 といいます。） として登録可能な口座は、 次のとおりとし

ます。  

 ア 申込代表口座 

 イ 申込代表口座と口座開設店が同じサービス指定口座 

４ 振込先として指定できる取扱店は、 当行本支店および 「全国銀行

データ通信システム」 に加盟している当行以外の金融機関の国内本

支店とし、 振込を指定できる預金口座 （以下、 「振込指定口座」 と

いいます。） は当行所定の科目とします。  

５ 当行は、 依頼を受けたデータにもとづき、 振込指定日に振込指定

口座に入金するよう振込手続きを行います。  

６ 当行は、 振込指定口座の名義人に対して、 入金についての通知は

行いません。  

７ 伝送契約者は、 振込資金、 伝送振込手数料等を、 振込指定日の

前営業日までに支払指定口座へ入金するものとします。 

８ 振込資金、 伝送振込手数料等は、 当行の普通預金規定 （総合口

座取引規定を含みます。）、 当座勘定規定にかかわらず、 預金通帳お

よび預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 支払指

定口座から自動的に引落します。  

９ 振込の不能事由等 

次のいずれかに該当する場合、 当行はその振込依頼はなかったも

のとして取扱います。  

⑴ 振込資金が、 支払指定口座から払戻すことができる金額 （当座

貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。） を超え、 当行所定

の時限までに自動引落できなかったとき。  

なお、 支払指定口座からの払出しが一括伝送によるものに限らず

複数ある場合で、 その払出し総額が支払指定口座より払出すことが

できる金額を超えるときは、 そのいずれを払出すかは当行の任意と

します。  

⑵ 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、 

それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。  

⑶ 差押等やむを得ない事情があり、 当行が支払を不適当と認めた

とき。  

10 振込資金の返却 

「入金指定口座なし」 等の事由により振込先金融機関から振込資

金が返却された場合は、 当行はその振込資金を支払指定口座に入金

するものとします。 この場合、 伝送振込手数料等相当額は返却しま

せん。  

11 依頼内容の訂正・組戻し 

⑴ 振込取引において、 データ送信後にその依頼内容を変更する場

合には、 取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。 

ただし、 振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場

合には、 次号に規定する組戻しの手続により取扱います。  

 ア 訂正の依頼にあたっては、 当行所定の 「振込金訂正等依頼書」 

に、 当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章 （以下、 

「支払指定口座の届出の印章」 といいます。） により記名押印し

て提出してください。 この場合、 当行所定の本人確認資料また

は保証人を求めることがあります。  

 イ 当行は、 「振込金訂正等依頼書」 に従って、 訂正依頼電文を

振込先の金融機関に発信します。  

⑵ 振込の取引において、 依頼内容の確定後にその依頼を取りやめ

る場合には、 とりまとめ店の窓口において次の組戻しの手続によ

り取扱います。 組戻手続を行う場合、 本条第１項の伝送振込手数

料等は返却しません。 また組戻しにつきましては、 別途手数料が

かかりますので、 あらかじめご了承ください。  

 ア 組戻しの依頼にあたっては、 当行所定の 「振込金訂正等依頼

書」 に、 支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出し

てください。 この場合、 当行所定の本人確認資料または保証人

を求めることがあります。  

 イ 当行は、 「振込金訂正等依頼書」 に従って、 組戻依頼電文を

振込先の金融機関に発信します。  

 ウ 組戻しされた振込資金は、 「振込金訂正等依頼書」 に指定さ

れた方法により返却します。 現金で返却を受けるときは、 当行

所定の受取書に支払指定口座の届出の印章により記名押印のうえ、 

提出してください。 この場合、 当行所定の本人確認資料または

保証人を求めることがあります。  

⑶ 前１号、 ２号の場合において、 振込先の金融機関がすでに振込

通知を受信しているときは、 訂正または組戻しができないことが

あります。 この場合には、 受取人との間で協議してください。  

第 35 条 地方税納付 

１ 伝送契約者は、 当行に対して、 一括伝送を利用した特別徴収地方

税の納付事務を委託します。  

２ 伝送契約者は、 一括伝送を利用して、 特別徴収地方税の納付事務

を行う場合、 当行に対して、 当行所定の取扱手数料および取扱手数

料合計額にかかる消費税相当額 （以下、 「取扱手数料等」 といい

ます。） を、 当行所定の方法により支払うものとします。  

３ 納付指定日は、 毎月 10 日 （休日の場合は翌営業日） とします。  

４ 納付資金、 取扱手数料等の支払指定口座 （以下、 「納付資金等

支払指定口座」 といいます。） として登録可能な口座は、 次のとお

りとします。  

ア 申込代表口座 

イ 申込代表口座と口座開設店が同じサービス指定口座 

５ 伝送契約者は、 納付資金、 取扱手数料等を、 納付日の前営業日

までに納付資金等支払指定口座に入金するものとします。  

６ 納付資金、 取扱手数料等は、 当行の普通預金規定 （総合口座取

引規定を含みます。）、 当座勘定規定にかかわらず、 預金通帳および

預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 納付資金等

支払指定口座から自動的に引落します。  

７ 地方税納付の不能事由等 

次のいずれかに該当する場合、 当行はその納付依頼はなかったも

のとして取扱います。  

⑴ 納付資金が、 納付資金等支払指定口座から払戻すことができる

金額 （当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。） を超え、 

当行所定の時限までに自動引落できなかったとき。 

なお、 納付資金等支払指定口座からの払出が一括伝送によるもの

に限らず複数ある場合で、 その払出し総額が納付資金等支払指定口

座から払出すことができる金額を超えるときは、 そのいずれを払出

すかは当行の任意とします。  

⑵ 伝送契約者から納付資金等支払指定口座についての支払停止の

届出があり、 それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。  

⑶ 差押等やむを得ない事情があり、 当行が支払を不適当と認めた

とき。  

８ 依頼内容の取消・変更 

 地方税納付取引において、 データ送信後にその依頼内容を取消す

ことはできないものとします。 なお、 金額等の変更がある場合は、 

納付先の各市区町村と協議してください。  

第 36 条 口座振替 （当行のみ）  

１ 一括伝送を契約した契約者 （以下、 「伝送契約者」 といいます。） 

は、 当行に対して、 一括伝送を利用した口座振替事務を委託します。  

２ なお、 口座振替の取扱店の範囲は、 当行の本支店とします。  

３ 口座振替依頼書の受理等 

⑴ 当行の取扱店は、 預金者から預金口座振替の依頼を受けた時は、 

預金口座振替依頼書 （以下、 「依頼書」 といいます。） および

預金口座振替届出書 （以下、 「届出書」 といいます。） を提出

させ、 これを承諾した時は届出書を伝送契約者に送付します。  

⑵ 伝送契約者が預金者から依頼書および届出書を受理した時は、 

依頼書を当行に提出するものとします。 当行は記載事項を確認し、 

依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を

付記し （または別添資料等により）、 伝送契約者に返戻するもの

とします。  

４ 振替日 

⑴ 伝送契約者は、 当行に対して、 毎月の口座振替日を届出るもの

とします。 ただし、 当日が銀行の休日にあたる時は翌営業日とし

ます。  



⑵ 伝送契約者は、 振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底

を図るものとし、 当行はこれに関し特別な通知等は行わないもの

とします。  

５ 口座振替の依頼 

⑴ 伝送契約者は、 確認済みの届出書に基づいて当該預金者宛の請

求明細を記録したデータを作成し、 当行に対し、 一括伝送により

口座振替の依頼を行うものとします。  

⑵ 当行は、 データに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、 

振替結果を次のコードにより登録します。  

振替済 

資金不足 

取引なし 

預金者の都合による振替停止    

預金口座振替依頼書なし 

委託者の都合による振替停止 

その他 

 0     

 1 

 2 

 3 

 4 

 8 

 9 

なお、 預金口座からの引落しは、 データに記録された請求明細

の口座番号により行うものとします。  

６ 口座振替結果の登録 

当行は、 伝送契約者が振替結果を、 振替日の翌営業日の 18 時

から照会できるよう、 登録を行うものとします。  

７ 取扱手数料 

⑴ 伝送契約者は、 当行に対し、 次の取扱手数料および取扱手数料

合計額にかかる消費税等相当額 （以下、 「取扱手数料等」 とい

います。） を支払うものとします。  

  従量料金…振替請求件数１件につき当行所定の手数料 

⑵ 取扱手数料等は、 次のいずれかの方法により支払うものとしま

す。  

ア  振替資金を伝送契約者の預金口座へ入金する際、 振替資金から

当行が差引き収納 

イ  毎月所定の日に、 契約者が指定する口座から自動引落により 

収納 

なお、 取扱手数料等の引落しにあたっては、 当行の普通預金

規定 （総合口座取引規定を含みます。）、 当座勘定規定にかかわ

らず、 預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出は

不要とします。  

８ 振替資金の入金 

当行は、 振替日の４営業日後までに振替資金を伝送契約者の指定

する預金口座に入金するものとします。  

９ 領収書の送付 

当行は、 領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものと

します。  

10 預金者への通知 

当行は、 預金口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知

および入金の督促等は行わないものとします。  

11 振替不能分の再請求 

伝送契約者は、 振替不能分の再請求をする時は、 再請求分の請求

明細を記録したデータを作成し、 次回振替請求の際、 一括伝送によ

り口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、 再請求分と次回

請求分とを同時に請求する時は、 その振替について優先順位をつけ

ないものとします。  

12 停止通知 

伝送契約者は、 預金口座振替による収納を停止した時は、 その氏

名等を当行に通知するものとします。  

13 解約・変更通知 

当行は、 預金者の申出または当行の都合により当該預金者との預

金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。  

ただし、 預金者が当該指定口座を解約した時は、 当行は伝送契約

者に対する通知は行わないものとします。  

［一括伝送 （ワイドネットサービス編）］ 

第 37 条 ワイドネットサービス 

１ 一括伝送を契約した契約者 （以下、 「伝送契約者」 といいます。） 

は、 当行に対して、 一括伝送を利用したワイドネットサービスによ

る口座振替事務を委託します。  

２ なお、 口座振替の取扱店の範囲は、 当行の本支店および三菱 UFJ

ファクター株式会社 （以下、 「再委託先」 といいます。） と提携

している金融機関の本支店とします。  

３ 口座振替依頼書の受理等 

⑴ 伝送契約者は、 預金者から預金口座振替依頼書 （以下、 「依

頼書」 といいます。）、 および預金口座振替申込書 （以下、 「申

込書」 といいます。） を提出させ、 必要事項が記載されているこ

とを確認のうえ、 依頼書を当行所定の指定日までに、 当行の取り

まとめ店に提出するものとします。  

⑵ 当行は、 伝送契約者より提出を受けた依頼書を確認のうえ、 す

みやかに当行の本支店および再委託先に送付のうえ、 預金口座の

有無を確認するものとします。  

⑶ 当行は、 依頼書が不備と認めた場合または再委託先より依頼書

の不備により返戻された場合、 その依頼書を伝送契約者に返戻し、 

伝送契約者は預金者との間で不備を訂正・補記したうえ、 当行の

取りまとめ店に再提出するものとします。 この場合、 再提出した

依頼書右上余白に赤で （再） と表示するものとします。  

⑷ 伝送契約者は、 預金者の預金口座に関する変更 （取引銀行・口

座番号等） があった場合、 すみやかに預金者より依頼書および申

込書を改めて提出させ、 当行所定の指定日までに当行の取りまと

め店に提出するものとします。  

４ 振替日 

ワイドネットサービスにおける毎月の口座振替日は、 ６日、 12 日、 

20 日、 26 日、 27 日および月末日とします。 ただし、 当日が銀行

の休日にあたる時は翌営業日とします。  

５ 口座振替の依頼 

⑴ 伝送契約者は、 申込書に基づいて当該預金者宛の請求明細を記

録したデータを作成し、 当行に対し、 一括伝送により口座振替の

依頼を行うものとします。  

⑵ 当行は、 データに記録された請求明細のうち、 当行の分を除い

たデータを再委託先にデータ伝送します。  

⑶ 当行および再委託先と提携している金融機関は、 データに基づ

き振替日に預金者の口座から引落しを行います。  

 振替結果コードは、 次のコードにより登録します。  

振替済 

資金不足 

取引なし 

預金者の都合による振替停止    

預金口座振替依頼書なし 

委託者の都合による振替停止 

その他 

 0     

 1 

 2 

 3 

 4 

 8 

 9 

  なお、 預金口座からの引落しは、 データに記録された請求明細

の口座番号により行うものとします。  

６ 口座振替結果の登録 

  当行は、 伝送契約者が振替結果を、 振替日の４営業日後の 18 時

から照会できるよう、 登録を行うものとします。  

７ 取扱手数料 

⑴ 伝送契約者は、 当行に対し、 次の取扱手数料および取扱手数料

合計額にかかる消費税等相当額 （以下、 「取扱手数料等」 とい

います。） を支払うものとします。  

○基本料金…データ送信１回につき当行所定の手数料 

○従量料金…振替請求件数１件につき当行所定の手数料 

⑵ 取扱手数料等は、 振替資金を伝送契約者の預金口座へ入金する

際、 振替資金から当行が差引き収納するものとします。  

８ 振替資金の入金 

  当行は、 振替日の６営業日後までに振替資金を伝送契約者の指定

する預金口座に入金するものとします。  

９ 領収書の送付 

  当行は、 領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものと

します。  

10 預金者への通知 

  当行は、 預金口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知

および入金の督促等は行わないものとします。  

11 振替不能分の再請求 

  伝送契約者は、 振替不能分の再請求をする時は、 再請求分の請求

明細を記録したデータを作成し、 次回振替請求の際、 一括伝送によ

り口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、 再請求分と次回

請求分とを同時に請求する時は、 その振替について優先順位をつけ

ないものとします。  

12 解約・変更通知 

⑴ 当行は、 預金者の申出または当行の都合により当該預金者との

預金口座振替を解約または変更した時はその旨を通知するものと

します。  

⑵ 預金者が当該指定口座を解約した時は、 当行は伝送契約者に対

する通知は行わないものとします。  

［一括伝送 （Ｑネット代金回収サービス編）］ 

第 38 条 Ｑネット代金回収サービス 

１ 一括伝送を契約した契約者 （以下、 「伝送契約者」 といいます。） 

は、 当行に対して、 一括伝送を利用したＱネット代金回収サービス

による口座振替事務を委託します。  

２ なお、 口座振替の取扱店の範囲は、 当行の本支店および当行の提

携金融機関の本支店とします。  

３ 口座振替依頼書の受理等 

⑴ 伝送契約者は、 預金者から預 （貯） 金口座振替依頼書 （以下、 



「依頼書」 といいます。）、 預 （貯） 金口座振替払い等に関する

申込書 （以下、 「申込書」 といいます。） および預 （貯） 金

口座振替払い等に関する届出書 （以下、 「届出書」 といいます。） 

の提出を求めます。  

⑵ 伝送契約者は、 預金者から提出を受けた依頼書および申込書に

契約者番号を記入のうえ初回振替日の 40 日前までに当行に提出す

るものとします。  

⑶ 当行は、 伝送契約者より提出を受けた依頼書および申込書の記載

事項を確認のうえ、 依頼書を受理し、 申込書は確認印を押印のう

え、 契約者に送付するものとします。  

⑷ 当行は、 依頼書および申込書に印鑑相違その他の不備事項があり、 

当行または当行の提携金融機関の確認が得られないときは、 これを

受理せず、 すみやかに伝送契約者に返戻するものとします。  

４ 振替日 

⑴ 伝送契約者は、 当行に対して、 毎月の口座振替日を届出るもの

とします。 ただし、 当日が銀行の休日にあたる時は翌営業日とし

ます。  

⑵ 伝送契約者は、 振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底

をはかるものとし、 当行はこれに関し特別な通知等は行わないも

のとします。  

５ 口座振替の依頼 

⑴ 伝送契約者は、 確認済みの申込書に基づいて当該預金者宛の請

求明細を記録したデータを作成し、 当行に対し、 一括伝送により

口座振替の依頼を行うものとします。  

  ただし、 同一振替日のデータを２回以上に分けて送信しないもの

とします。  

⑵ 当行は、 データに記録された請求明細のうち、 当行の本支店の

取扱いにかかわるものについて、 振替日に預金者の指定する預 

（貯） 金口座から指定の金額を引落し、 また、 当行の提携金融機

関の取扱いにかかわるものについては、 提携金融機関に振替日にお

ける預金者の指定する預 （貯） 金口座からの引落処理を依頼しま

す。  

 振替結果は、 次のコードにより登録します。  

振替済 

資金不足 

取引なし 

預金者の都合による振替停止    

預金口座振替依頼書なし 

委託者の都合による振替停止 

その他 

 0     

 1 

 2 

 3 

 4 

 8 

 9 

  なお、 預金口座からの引落しは、 データに記録された請求明細

の口座番号により行うものとします。  

６ 口座振替結果の登録 

  当行は、 伝送契約者が振替結果を、 振替日の２営業日後の 18 時

から照会できるよう、 登録を行うものとします。  

７ 取扱手数料 

⑴ 伝送契約者は、 当行に対し、 次の取扱手数料および取扱手数料

合計額にかかる消費税等相当額 （以下、 「取扱手数料等」 とい

います。） を支払うものとします。  

 ○基本料金…振替日１日につき当行所定の手数料 

 ○従量料金…振替請求件数１件につき当行所定の手数料 

⑵ 取扱手数料等は、 次のいずれかの方法により支払うものとしま

す。  

 ア 振替資金を伝送契約者の預金口座へ入金する際、 振替資金か

ら当行が差引き収納 

 イ 毎月所定の日に、 伝送契約者が指定する口座から自動引落に

より収納 

    なお、 取扱手数料等の引落しにあたっては、 当行の普通預

金規定 （総合口座取引規定を含みます。）、 当座勘定規定にか

かわらず、 預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の

提出は不要とします。  

８ 振替資金の入金 

  当行は、 振替日の５営業日後までに振替資金を伝送契約者の指定

する預金口座に入金するものとします。  

９ 領収書の送付 

  当行は、 領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものと

します。  

10 預金者への通知 

  当行は、 預金口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知

および入金の督促等は行わないものとします。  

11 振替不能分の再請求 

  伝送契約者は、 振替不能分の再請求をする時は、 再請求分の請求

明細を記録したデータを作成し、 次回振替請求の際、 一括伝送によ

り口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、 再請求分と次回

請求分とを同時に請求する時は、 その振替について優先順位をつけ

ないものとします。  

12 停止通知 

  伝送契約者は、 預金口座振替による収納を停止した時は、 その氏

名等を当行に通知するものとします。  

13 解約・変更通知 

  当行は、 預金者の申出または当行の都合により当該預金者との預

金口座振替契約を解約または変更した時はその旨通知するものとし

ます。  

ただし、 預金者が当該指定口座を解約した時は、 当行は伝送契約

者に対する通知は行わないものとします。  

第 39 条 入出金明細 ［全銀］  振込入金明細 ［全銀］  

１ 入出金明細 ［全銀］ および振込入金明細 ［全銀］ は、 入出金

明細および振込入金明細を 「全銀ファイル形式」 で取得できるサー

ビスです。  

２ 本サービスをご利用いただくには、 予めご希望口座のお申込が必

要となります。  

［料金等払い込み編］  

第 40 条 料金等払い込み 

１ 内 容 

⑴ 料金等払い込みとは、 契約者のサービス指定口座から当行所定

の収納機関に対し、 税金、 手数料、 その他各種料金等 （以下、 

「料金等」 といいます。） の払い込みを行うことができるサービ

スです。  

⑵ 本サービスの契約者は、 新たな申込なしに 「料金等払い込み」 

を利用することができます。 料金等払い込みの利用をご希望され

ない場合は、 お取引店または最寄り店にご相談ください。  

２ 収納機関の選択 

  収納機関の選択・廃止の決定は当行の判断により行えることとし、 

利用できる収納機関については、 当行ホームページ上に掲載します。  

３ サービスの利用方法 

  料金等払い込みを利用する場合は、 契約者は当行所定の利用方法

および操作手順により端末を操作することとします。  

４ サービスの利用時間 

  料金等払い込みの利用可能時間は、 当行が定める利用時間内とし

ます。 ただし、 収納機関の利用時間の変動等により、 当行の定め

る利用時間内でも利用できないことがあります。  

５ サービスの支払限度額 

  料金等払い込みにおけるサービス指定口座１口座からの依頼日１

日あたりの支払限度額は、 当行所定の金額の範囲内とします。  

６ サービス手数料 

⑴ 料金等払い込みの利用にあたって、 当行所定の利用手数料およ

び利用手数料合計額にかかる消費税相当額 （以下、 「払い込み手

数料等」 といいます。） を当行所定の方法により支払っていただ

くことがあります。  

⑵ 料金等払込みにかかる払い込み手数料等は、 当行の普通預金規

定 （総合口座取引規定を含みます。）、 当座勘定規定にかかわらず、 

預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略の

うえ、 契約者のサービス指定口座から自動的に引落します。  

７ 払い込み取引の成立等 

⑴ 取引の成立 

  本規定 ［共通編］ 第 10 条第１項および第２項による取引依頼

の確定時に、 払い込み金額および払い込み手数料等を、 当行の普

通預金規定 （総合口座取引規定を含みます。）、 当座勘定規定にか

かわらず、 預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出

を省略のうえ、 サービス指定口座から自動的に引落します。  

⑵ 契約の成立 

  料金等の払い込み契約は、 料金等の払い込み金額および払い込み

手数料等を当行がサービス指定口座から引落した時に成立するもの

とします。  

  料金等の払い込み契約が成立した場合、 当行は、 依頼内容にも

とづいて、 契約先へは払い込み成立結果の通知、 収納機関へは成

立後払い込み電文の発信を行います。  

⑶ 払い込み取引の取消等 

  料金等の払い込みにかかる契約の成立後は、 契約者は料金等の払

い込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。  

  収納機関からの連絡により、 処理済みの料金等の払い込みが取り

消されることがあります。 料金等の払い込みが取り消された場合、 

当行は契約者の承諾なしに、 当該払い込みにかかる金額を当行所定

の方法により、 当該払い込みのサービス指定口座に戻し入れます。 

この場合、 払い込み手数料等は返金いたしません。  

⑷ 払い込みの不能 

  次のいずれかに該当する場合、 契約者は料金等払い込みによる払

い込みの取引はできません。 これに起因して契約者が料金等の払い



込みを行うことができず、 契約者に損害が発生しても、 当行は賠

償の責に任じません。  

 ア 本規定第 19 条免責条項等に該当するとき。  

 イ 払い込み金額および払い込み手数料等がサービス指定口座か

ら払戻すことのできる金額 （当座貸越を利用できる範囲内の金

額を含みます。） を超えるとき。  

ウ 契約者のサービス指定口座または申込代表口座が解約済みのと

き。  

エ 契約者からサービス指定口座について支払停止の届出があり、 

それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。  

オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認が

できないとき。  

カ 当行所定の回数を超えて認証パスワードを誤って契約者の端末

に入力したとき。  

キ 差押等やむを得ない事情があり、 当行が払い込みを不適当と認

めたとき。  

ク その他当行が必要と認めたとき。  

⑸ 取引内容の確認等 

  払い込みの取引後は、 すみやかに該当する預金通帳への記入また

は、 当座勘定照合表により、 取引内容を照合してください。 万一、 

取引内容・残高に相違がある場合は、 直ちにその旨をお取引店にご

連絡ください。  

  取引内容・残高に相違がある場合において、 契約者と当行の間で

疑義が生じたときは、 当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正

当なものとして取扱います。  

８ 領収書の取扱 

  当行は、 料金等の払い込みにかかる領収書 （領収証書） を発行

いたしません。  

  収納機関の納付情報または請求情報の内容、 収納機関での収納手

続きの結果やその他収納に関する照会等については、 収納機関に直

接お問い合わせください。  

９ サービスの利用停止 

  当行または収納機関所定の回数を超えて、 所定の項目の入力を誤

った場合は、 料金等払い込みの利用を停止することがあります。 料

金等払い込みの利用を再開するには、 必要に応じて当行または収納

機関所定の手続きを行ってください。  

［外為Ｗeb 編］ 

第 41 条 利用できるサービス 

⑴ 外国送金サービス 

⑵ 被仕向送金サービス 

⑶ 輸入信用状サービス 

⑷ 外貨預金振替サービス 

⑸ 外貨預金入出金明細照会サービス 

第 42 条 利用環境等 

  外為 Web の利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョ

ンは、 当行所定のものに限ります。  

第 43 条 取引日付 

１ 外国送金サービスについては、 契約者は当行所定の期間内で、 当

行所定の日付を指定日として取引の依頼を行うことができます。 た

だし、 契約者は当日を指定日とする取引の依頼については、 当行所

定の受付時限までに使用端末機から当行への送信が完了した場合に

有効になること、 また、 受付時限を過ぎた場合には、 取引が翌営

業日扱いとなり、 翌営業日の為替相場が適用されることに同意する

ものとします。   

２ 被仕向送金サービスについては、 契約者あての被仕向送金が当行

に到着した場合に、 契約者へ当該被仕向送金の内容を通知し、 契約

者は当行所定の取扱時間内に当日中の入金依頼を行うことができま

す。 ただし、 契約者は、 入金依頼は当行所定の受付時限までに使

用端末機から当行への送信が完了した場合に有効になること、 また、 

受付時限を過ぎた場合には、 入金が翌営業日扱いとなり、 翌営業日

の為替相場が適用されることに同意するものとします。  

３ 輸入信用状サービスについては、 契約者は翌営業日以降を指定日

として取引の依頼を行うことができます。 指定日は当行所定の期間

内で、 当行所定の日付を指定することができます。  

４ 外貨預金振替サービスについては、 当行所定の取扱日かつ取扱時

間内に振替依頼を行うことができます。 ただし契約者は、 振替依頼

は当行所定の受付時限までに使用端末機から当行への送信が完了し

た場合に有効となること、 また、 受付時限を過ぎた場合には受付が

行われないことに同意するものとします。  

⑴ 振替日当日の外国為替相場を適用する場合は、 振替日当日の当

行外国為替公示相場公表後から、 当行所定の受付時限までとしま

す。  

⑵ 契約者があらかじめ当行との間で締結した為替予約の相場を適

用する場合は、 振替日当日に加えて、 翌営業日以降を指定日とし

て振替依頼を行うことができます。 指定日は当行所定の範囲内で、 

当行所定の日付を指定することができます。 

第 44 条 外為Ｗeb サービス指定口座 

１ 契約者は、 あらかじめ当行所定の申込書により申込代表口座以外

に外為 Web に利用する口座を外為 Web サービスに係る指定口座 （以

下、 申込代表口座を含め 「外為 Web サービス指定口座」 といいま

す。） として申し込むことができるものとします。 外為 Web サービ

ス指定口座として申し込むことができるのは、 申込代表口座の開設

店における契約者名義の口座とします。  

２ 外為 Web サービス指定口座として登録できる口座数および口座種

目は、 当行所定の口座数および口座種目とします。   

３ 当行は、 外為 Web サービス指定口座として登録できる口座数およ

び口座種目を、 契約者に事前に通知することなく変更する場合があ

ります。   

第 45 条 外国送金サービス 

１ 外国送金サービスとは、 契約者が指定する外為 Web サービス指定

口座から送金資金を引き落としのうえ、 外国送金の依頼を行うサー

ビスです。  

２ 外国送金は本規定第 10 条第２項による取引依頼により依頼内容が

確定し、 当行が当行所定の時限に送金資金を引き落したときに成立

するものとします。 なお、 送金取組日における外国送金の対外発信

を確約するものではありません。  

３ 外為 Web サービス指定口座からの資金引き落としは、 普通預金規

定 （総合口座取引規定を含みます）、 当座勘定規定および外貨普通

預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の

提出を不要とし、 当行所定の方法により取扱うものとします。  

４ 次の各号に該当する場合、 外国送金サービスによる外国送金のお

取扱いはできません。 なお、 サービス依頼内容が確定した後で、 お

取扱いができないこととなった場合であっても、 契約者は当行から

契約者へのお取扱いできない旨の連絡、 およびお取扱いできない理

由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。  

⑴ 当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が外為 Web サ

ービス指定口座の支払可能残高を超えるとき。 ただし、 外為 Web

サービス指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに

限らず複数ある場合で、 その引き落としの総額が外為 Web サービ

ス指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、 そ

のいずれを引き落とすかは当行の任意とします。 なお、 いったん

送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、 所定の時

限後に資金の入金があっても送金は行われません。  

⑵ 外為 Web サービス指定口座が解約済のとき。  

⑶ 契約者から外為 Web サービス指定口座の支払停止の届出があり、 

それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。  

⑷ 差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたと

き。  

⑸ 外国送金サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時

間の範囲を超えるとき。  

⑹ 法令違反またはその可能性があると当行が判断したとき。  

⑺ 送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由があ

るとき。  

⑻ 送金依頼データに瑕疵 （不備等） がある等の理由により、 送

金手続きが行えないと当行が判断したとき。  

５ 外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。  

⑴ 外国送金通貨と外為 Web サービス指定口座の通貨とが異なる場

合には、 送金取組日における当行所定の外国為替相場を適用しま

す。 なお、 当日扱いにおいて、 当行所定の受付時限以後に一定

金額以上の取引を依頼された場合には、 当行から契約者または管

理者ユーザ・一般ユーザに連絡を行ったうえで、 その時点での市

場実勢相場に基づいた外国為替相場を適用します。 なお、 当日 15

時 30 分までに連絡がつかない場合には、 取引が翌営業日扱いとな

り、 翌営業日の当行の外国為替公示相場を適用します。  

⑵ 前号にかかわらず、 契約者があらかじめ当行との間で為替予約

を締結している場合において、 外国送金依頼データに当該為替予

約の予約番号を入力したときには、 当該為替予約の予約相場を適

用します。  

６ 契約者は、 外国為替関連法規の各種法令において、 当局宛に書類

等を提出する必要がある場合、 当行所定の期間内に、 当行宛に当該

書類等を提出するものとします。  

７ 契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、 別途 「外国送金取

引規定」 を十分理解したうえで、 これに従うものとします。  

８ 依頼内容の変更・組戻し 

  依頼内容が確定した場合は、 依頼内容の変更または取消は原則と

してできないものとします。 ただし、 取組指定日の前営業日までは、 

当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとし

ます。 当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾す



る場合には、 当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、 当

行所定の組戻手数料等を受け入れたうえで、 その手続きを行うもの

とします。 この場合、 外国送金手数料相当額は返却しません。  

第 46 条 被仕向送金サービス 

１ 被仕向送金サービスとは、 契約者あての被仕向送金が当行に到着

した場合に、 契約者へ当該被仕向送金の内容を通知し、 契約者の使

用端末機からの入金依頼に基づき、 当行が契約者の指定する外為

Web サービス指定口座へ入金手続きを行うサービスです。 契約者は

送金銀行が指定する口座とは別の外為 Web サービス指定口座への入

金を依頼することができます。   

２ 被仕向送金サービスの入金依頼内容は本規定第 10 条第 2 項により

当行が受信した時点で確定し、 当行所定の方法により入金手続が完

了したときに成立するものとします。  

３ 次の各号に該当する場合、 被仕向送金サービスによる入金のお取

扱いはできません。 なお、 サービス依頼内容が確定した後で、 お

取扱いができないこととなった場合であっても、 契約者は当行から

契約者へのお取扱いができない旨の連絡、 およびお取扱いできない

理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 

この場合契約者は、 当該取引が行われなかったために生じた損害に

ついては、 当行が責任を負わないことに同意するものとします。  

⑴ 外為 Web サービス指定口座が解約済のとき。  

⑵ 差押等やむを得ない事情があり当行が入金を不適当と認めたと 

き。  

⑶ 被仕向送金サービスによる入金依頼が当行所定の取扱日および 

利用時間の範囲を超えるとき。  

⑷ 法令違反またはその可能性があると当行が判断したとき。  

⑸ 送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由があ 

るとき。  

⑹ 本人確認未済口座への入金依頼のとき。  

⑺ 入金依頼データに瑕疵 （不備等） がある等の理由により、 入

金手続きが行えないと当行が判断したとき。  

４ 被仕向送金入金時に適用される為替相場は次のとおりとします。  

⑴ 外貨建ての被仕向送金を円建ての外為 Web サービス指定口座に

入金する場合には、 入金日における当行所定の外国為替相場を適

用します。 なお、 当行所定の受付時限以降に一定金額以上の入金

取引を依頼された場合には、 当行から契約者または管理者ユー

ザ・一般ユーザに連絡を行ったうえで、 その時点での市場実勢相

場に基づいた外国為替相場を適用します。 なお、 当日 15 時 30 分

までに連絡がつかない場合には、 入金が翌営業日扱いとなり、 翌

営業日の当行の外国為替公示相場を適用します。  

⑵ 前号にかかわらず、 契約者があらかじめ当行との間で為替予約

を締結している場合において、 入金依頼データに当該為替予約の

予約番号を入力したときには、 当該為替予約の予約相場を適用し

ます。  

５ 契約者は、 外国為替関連法規の各種法令において、 当局宛に書

類等を提出する必要がある場合、 当行所定の期間内に、 当行宛に

当該書類を提出するものとします。  

６ 依頼内容が確定した場合、 原則として依頼内容の変更または、 

取消はできないものとします。  

第 47 条 輸入信用状サービス 

１ 輸入信用状サービスとは、 信用状の開設および変更申込を受け付

けるサービスです。  

２ 依頼内容は本規定第 10 条第２項により当行が受信した時点で確定

し、 当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。 

なお、 取組指定日における対外発信を確約するものではありません。  

３ 輸入信用状サービスによる信用状開設依頼書等は、 国際商業会議

所制定の 「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」 に準ずるも

のとします。 また、 本規定に定めのない事項については、 契約者

が銀行あてに別途差し入れている 「信用状取引約定書」 の各条項、 

「外国為替取引基本約定書」 の 「Ｉ 信用状取引約定」 の各条項、 

および 「銀行取引約定書」 の各条項に従うものとします。  

４ 次の各号に該当する場合、 輸入信用状サービスによる信用状のお

取扱いはできません。 なお、 サービス依頼内容が確定した後で、 お

取扱いができないこととなった場合であっても、 契約者は当行から

契約者へのお取扱いできない旨の連絡、 およびお取扱いできない理

由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。  

⑴ 当行所定の手続きの結果、 与信判断等当行独自の判断により開

設を行わないと決定したとき。  

⑵ 契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、 それに基づ

き当行が所定の手続きを行ったとき。 

⑶ 輸入信用状サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用

時間の範囲を超えるとき。  

５ 契約者は、 外国為替関連法規の各種法令において、 当局宛に書類

等を提出する必要がある場合、 当行所定の期間内に、 当行宛に当該

書類等を提出するものとします。  

６ 依頼内容の訂正・取消 

  依頼内容が確定した場合は、 依頼内容の訂正または取消は原則と

してできないものとします。 ただし、 取組指定日の前営業日までは、 

当行所定の方法により当行に訂正または取消を依頼できるものとし

ます。 当行がやむを得ないものと認めて訂正または取消を承諾する

場合には、 当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、 当行

所定の手数料等を受け入れたうえで、 その手続きを行うものとしま

す。 この場合、 信用状開設・変更にかかる手数料相当額は返却しま

せん。  

第 48 条 外貨預金振替サービス 

１ 外貨預金振替サービス 

⑴ 契約者の端末と当行との間でデータを授受することにより、 外

貨預金振替取引を行うサービスを外貨預金振替サービスと呼びま

す。  

⑵ 外貨預金振替サービスにおける 「振替」 とは、  

 ア 外貨普通預金から円預金への資金移動 

  イ 円預金から外貨普通預金への資金移動 

  をいいます。  

⑶ 外貨預金振替サービスの対象となる口座は、 外為 Web サービス

指定口座に限ります。  

２ 外貨預金振替サービスの依頼内容は本規定第 10 条第 2 項により当

行が受信した時点で確定し、 当行所定の方法により手続が完了した

ときに成立するものとします。  

３ 外貨預金振替サービスにおける外為 Web サービス指定口座からの

資金の引き落としは、 普通預金規定 （総合口座取引規定を含みます）、 

当座勘定規定および外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻

請求書または当座小切手等の提出を不要とし、 当行所定の方法によ

り取り扱うものとします。  

４ 本条第１項および第２項により外貨預金振替依頼内容が確定した

時点以降は、 契約者は、 当該外貨預金振替取引の内容変更・取消は

できないものとします。 ただし、 取組指定日の前営業日までは、 当

行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとしま

す。 当行がやむをえないものと認めて、 内容変更・取消を行った場

合に発生した費用は、 契約者が負担するものとします。  

５ 次の各号に該当する場合、 外貨預金振替サービスによる外貨預金

振替のお取扱いはできません。 なお、 外貨預金振替依頼内容が確定

した後で、 お取扱いができないこととなった場合であっても、 契約

者は当行から契約者へのお取扱いができない旨の連絡、 およびお取

扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するも

のとします。 この場合契約者は、 当該取引が行われなかったために

生じた損害については、 当行が責任を負わないことに同意するもの

とします。 また契約者の取引成立を前提として当行が講じたすべて

の措置に関し当行が被った一切の損害については、 契約者が責任を

負い、 その全額を当行に支払うものとします。 この場合、 契約者

は遡って依頼内容の取り消しを行うものとし、 本条 9 項による方法

で当行所定の依頼書を提出しなければなりません。  

⑴ 当行所定の時間に振替資金の金額が外為 Web サービス指定口座

の支払可能残高を超えるとき。 ただし、 外為 Web サービス指定口

座からの引き落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場

合で、 その引き落しの総額が外為 Web サービス指定口座より引き

落とすことができる金額を超えるときは、 そのいずれを引き落と

すかは当行の任意とします。 なお、 いったん振替資金決済が不能

となった外貨預金振替依頼については、 所定の時限後に資金の入

金があっても振替は行われません。  

⑵ 外為 Web サービス指定口座が解約済のとき。  

⑶ 契約者から外為 Web サービス指定口座の支払停止の届出があり、

それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。  

⑷ 差押等やむを得ない事情があり当行が振替を不適当と認めたと

き。  

⑸ 外貨預金振替サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利

用時間、 利用限度額の範囲を超えるとき。  

⑹ 法令違反またはその可能性があると当行が判断したとき。  

⑺ 外国為替市場等に急激な変化が生じた場合など、 当行が外貨預

金振替サービスによる取引を行わないと決定したとき。  

６ 外貨預金振替サービスに適用される為替相場は次のとおりとしま

す。  

⑴ 振替日当日における当行所定の外国為替相場を適用します。 な

お、 一定金額以上の取引を依頼された場合には、 その時点での実

勢相場を適用します。 実勢相場は当日 9 時 00 分の依頼から適用さ

れます。 また同一振替日において、 累計取引が一定金額以上の取

引を依頼された場合には、 当行から契約者、 または管理者ユー

ザ・一般ユーザに連絡を行ったうえで、 その時点での市場実勢相

場に基づいた外国為替相場を適用します。 なお累計取引が一定金



額以上の取引を依頼された場合で、 当日 15 時 30 分までに連絡が

つかない場合には、 振替が翌営業日扱いとなり、 翌営業日の当行

の外国為替公示相場を適用します。  

⑵ 前号にかかわらず、 契約者があらかじめ当行との間で為替予約

を締結している場合において、 外貨預金振替依頼データに当該為

替予約の予約番号を入力したときには、 当該為替予約の予約相場

を適用します。  

７ 契約者は、 関係法令において、 当局宛に書類等を提出する必要が

ある場合、 当行所定の期間内に、 当行宛に当該書類等を提出するも

のとします。  

８ 契約者は当行に外貨預金振替を依頼するにあたり、 この規定に別

段の定めがない限り、 別途 「外貨普通預金規定」 を十分理解した

うえで、 これに従うものとします。  

９ 取引の内容変更・取消 

当行がやむを得ないものと認めて、 確定した外貨預金振替依頼の

内容変更・取消を承諾する場合でも、 契約者は外貨預金振替サービ

スを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。 当行は

当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、 当行

所定の手数料と費用等を受け入れたうえで、 その手続きを行うもの

とします。  

第 49 条 外貨預金入出金明細照会サービス 

取引店 （申込代表口座開設店） に保有する外貨普通預金について

当行所定の時点における残高、 および当行所定の期間における口座

情報を提供するサービスです。 なお、 表示される明細情報について

は提供した時点におけるものであり、 必ずしも最新の情報とは限り

ません。  

第 50 条 外為関連手数料等 

１ 外国送金手数料 

⑴ 外為 Web により外国送金を取り組む場合は、 当行所定の送金手

数料をいただきます。  

⑵ 送金手数料は、 送金依頼の都度、 または毎月当行所定の日に、 

外為 Web サービス指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引

き落とします。   

⑶ 外国送金の組戻し等を行った場合、 当行所定の組戻手数料等を

いただきます。 また、 当該手続に関する他行手数料等をいただく

場合があります。  

⑷ 外為 Web サービス指定口座からの外国送金手数料の引き落とし

は、 普通預金規定 （総合口座取引規定を含みます）、 当座勘定規

定および外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書ま

たは当座小切手等の振出を不要とし、 当行所定の方法により取扱

うものとします。  

２ 被仕向送金入金手数料 

  被仕向送金サービスにて入金を取り組む場合、 当行所定の被仕向

送金手数料をいただきます。 その他、 他行手数料等をいただく場合

があります。  

⑴ 被仕向送金手数料は、 被仕向送金入金の都度、 原則として被仕

向送金資金から差し引くか、 外為 Web サービス指定口座から通

帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。  

⑵ 外為 Web サービス指定口座からの被仕向送金入金手数料の引き

落としは、 普通預金規定 （総合口座取引規定を含みます）、 当座

勘定規定および外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請

求書または当座小切手等の振出を不要とし、 当行所定の方法によ

り取扱うものとします。  

３ 信用状発行・条件変更手数料 

⑴ 外為 Web により信用状開設、 条件変更等を取り組む場合は、 当

行所定の信用状発行、 条件変更手数料 （以下、 「信用状手数料」 

とします。） をいただきます。  

⑵ 信用状手数料は、 信用状開設、 条件変更の都度、 または毎月

当行所定の日に、 外為 Web サービス指定口座から通帳・払戻請求

書等の提出なしに引き落とします。 

⑶ 外為 Web サービス指定口座からの信用状手数料の引き落としは、 

普通預金規定 （総合口座取引規定を含みます）、 当座勘定規定お

よび外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または

当座小切手等の振出を不要とし、 当行所定の方法により取扱うも

のとします。  

第 51 条 サービス休止時の対応 

当行の責めに帰すべき事由により外為 Web を一時停止または中止し

た場合には、 契約者からの電話依頼に基づき、 管理者ユーザまたは一

般ユーザへ電子メールにて依頼書を送付し、 契約者は当該依頼書を記

入後当行所定の部署へ FAX にて依頼書を送付し、 当行から契約者また

は管理者ユーザ・一般ユーザへ電話にて本人確認を行うこと、 または

当行窓口で依頼受付を行うことで当該取引の依頼が成立することに同

意します。 この場合、 外為 Web と同様の外為関連手数料を適用します。  

第 52 条 業務委託の承諾 

１ 当行は、 当行が任意に定める第三者 （以下、 「委託先」 としま

す。） に業務の一部を委託し、 必要な範囲内で契約者に関する情報

を委託先に開示できるものとし、 契約者はこれに同意することとし

ます。  

２ 当行は、 委託先に、 外為 Web を構成している各種サーバシステム

の運用、 保守等のセンター業務を委託することができるものとし、 

契約者はこれに同意することとします。  

第 53 条 規定の準用 

本規定に定めのない事項については、 当行の各種預金規定 （総合口

座取引規定を含みます）、 預金口座振替規定、 外国送金取引規定、 荷

為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。  

［ワンタイムパスワード編］  

第 54 条 ワンタイムパスワードとは 

１ ワンタイムパスワードとは、 当行所定のパスワード生成機 （以下、 

「ハードトークン」 といいます。） により生成・表示される、 可変

的なパスワードをいいます。  

２ ワンタイムパスワードは本サービスの当行所定の取引時に入力す

るものとします。  

３ 本サービスの利用にあたり、 ワンタイムパスワードの利用を必須

とします。  

第 55 条 利用申込等 

１ ハードトークンの利用申込 

  契約者は、 当行所定の申込書により、 ハードトークンを申込むこ

ととします。  

２ ハードトークンの発送 

 申込後、 当行は契約者の届出住所宛にハードトークンを郵送します。  

３ ハードトークンの郵送返戻時の取扱 

  ハードトークンの郵送時、 転居先不明等の理由で当行に返戻され

た場合、 一定期間経過後、 ハードトークンは廃棄します。 その場

合、 当行所定の手続きにより、 再度ハードトークンの利用申込を行

なうこととします。  

４ ハードトークンの所有権 

 ハードトークンの所有権は当行に帰属します。  

  ハードトークンの貸与を受けた契約者は、 ハードトークンを厳重

に管理することとし、 他人に譲渡、 質入、 その他第三者の権利を

設定してはならず、 また、 他人に貸与、 占有または使用させるこ

とはできません。  

第 56 条 利用者 

１ ワンタイムパスワードの利用者は、 マスターユーザ・管理者ユー

ザおよび一般ユーザとします。  

２ ワンタイムパスワードは、 本サービスから利用開始登録を行なう

ことによって利用可能となります。  

第 57 条 利用手数料 

ワンタイムパスワードおよびハードトークンの利用手数料は無料と

します。  

第 58 条 利用可能期間等 

１ ワンタイムパスワードの利用可能期間は、 ハードトークンの利用

開始登録を行ったときを開始とし、 ハードトークン裏面に表示の有

効期限が到来したときを終了とします。  

２ ハードトークンの有効期限到来による利用期間終了のとき、 当行

からの有効期限到来の通知に基づき、 当行所定のハードトークンの

更新手続を行うものとします。  

第 59 条 ハードトークンの再発行 

１ 故障、 破損、 紛失、 盗難等によるハードトークンの再発行は、 当

行所定の手続きによるものとします。 当行所定の再発行手数料がか

かる場合があります。  

２ 再発行手数料は、 現金または申込代表口座からの引落により支払

うこととします。  

３ 再発行したハードトークンは、 契約者の届出住所宛に郵送します。  

第 60 条 利用の停止 

１ 入力されたワンタイムパスワードが、 当行が定める回数を超えて

連続して誤った場合、 ワンタイムパスワードを利用停止します。  

２ ハードトークンの紛失、 盗難、 またはワンタイムパスワードの偽

造、 変造等により他人に使用される恐れが生じたとき、 または他人

に使用されたことを認知したときは、 直ちに当行に届出ることとし

ます。 この場合、 ワンタイムパスワードを利用停止します。  

３ 契約者からの届出の有無に係わらず、 当行の判断により利用停止

することがあります。 この場合、 契約者は異議申し立てしないこと

とします。  

４ 利用停止となったのちの取引再開は、 当行所定の手続によります。  

第 61 条 免責事項 

当行の責に帰すべき場合を除き、 下記について当行は責任を負いま

せん。  

１ 有効期限以降にハードトークンを利用した取引ができないことに



よる損害。  

２ ハードトークンの故障、 破損、 紛失、 盗難、 郵送中等により、 

ハードトークンを利用した取引ができないことによる損害。  

３ ワンタイムパスワードの利用停止による損害。  

４  ハードトークン郵送時における郵便事故等による損害。  

５ 第 21 条の通知手段により通知した届出窓口が受付時間外であった

ことにより、 当行への届出ができなかったことによる損害。  

［API 連携機能編］  

第 62 条 API 連携機能の内容 

１ API 連携機能 （以下、 「本機能」 といいます。） とは、 当行が

契約を締結した外部企業のうち、 契約者とサービス利用契約を締結

した外部企業 （以下、 「外部企業」 といいます。） の提供するサ

ービス （以下、 「外部サービス」 といいます。 ） と、 本サービ

スの機能の一部を API  （特定のプログラムを別のプログラムから動

作させるための技術仕様） により連携する機能です。  

２ 本機能の利用にあたって、 契約者は本サービスのご契約とは別に、 

外部企業とのサービス利用契約が必要となります。 契約者は、 自ら

の判断と責任において、 外部企業との契約を行うものとします。  

３ 本機能の対象となる機能は外部サービスにより異なる場合があり

ます。  

第 63 条 利用料 

本機能の利用にあたっては、 当行が別途定める場合を除き、 追加料

金は発生しません。 なお、 外部サービスのご利用にあたっては、 外

部企業所定の利用料等がかかる場合があります。  

第 64 条 サービスの利用 

１ 本機能の利用開始にあたっては、 当行が連携対象機能の利用権限

を認めた契約者または管理者ユーザ・一般ユーザが、 次項の手続を

行うものとします。  

２ 本機能の利用開始にあたっては、 本規定および関連諸規定の内容

を十分に理解し、 それらが適用されることを承諾したうえで、 以下

の手続きを行うものとします。  

⑴ 外部サービスを経由して、 本サービス利用規定に定める本人確 

認手続きを行う。  

⑵ 外部サービスを確認のうえ、 本サービスの機能のうち連携する 

機能を選択し、 当行に対し、 認可を行う。  

３ 契約者は、 本機能の利用にあたっては、 前項の手続きにより外部

サービスの認証情報をもって本人確認を行うこと、 および認可をし

た範囲で、 当行から外部企業に契約者の情報が提供されることに、 

同意するものとします。  

４ 前２項の方法に従って本人確認のうえ、 外部企業が外部サービス

の提供に必要な契約者の情報を照会した場合、 当行は契約者本人か

ら契約者の情報の照会があったものとみなします。  

５ 前２項の方法に従って本人確認のうえ、 外部企業が外部サービス

から総合振込に係る指示を当行に対して行った場合、 当行は契約者

本人から総合振込に係る指示があったものとみなします。  

６ 本機能の利用にあたり、 契約者の口座情報の外部への流出・漏洩

若しくは不正利用が発生した場合、 またはそのおそれがある場合は、 

当行は、 外部企業と連携して情報収集にあたるため、 外部企業に対

し、 口座情報その他契約者を特定するための情報を開示することが

できるものとします。  

７ 第１項の者は、 当行所定の方法により、 外部サービス毎に本機能

の利用を取り止めることができます。 なお、 取り止めの手続きによ

り、 当該外部サービスにつき、 すべての契約者または管理者ユー

ザ・一般ユーザの連携が解除されます。 再度利用を開始する際は、 改

めて第２項記載の手続きが必要となります。  

第 65 条 免責事項 

１ 外部サービスは専ら外部企業の提供するものであり、 外部サービ

スの利用またはこれに付随し若しくは関連して契約者または第三者

に生じた損害について、 当行は責任を負いません。  

２ 当行は、 本機能に関し、 外部サービスと本サービスの連携対象機

能の連携が常時適切に行われること、 連携結果が正確性、 適格性、 

信頼性、 適時性を有すること、 外部企業のシステム管理体制その他

のセキュリティ、 顧客保護態勢、 信用性等が十分であること、 外

部企業が知的財産権その他の権利を侵害していないことについて、 

一切の保証を行うものではなく、 これらに起因して生じた損害につ

いて、 当行は責任を負いません。  

３ 当行は、 本機能に関する技術上の理由または当行の業務上の理由

もしくはセキュリティ、 保守等の理由その他に基づき当行が必要と

判断する場合、 契約者に事前に通知することなく、 本機能の全部ま

たは一部を変更、 停止、 または終了する場合があり、 これらに起

因して生じた損害について、 当行は責任を負いません。  

以 上 

 （2025 年 1 月 21 日現在） 

 

本規約で引用している各種手数料、 規定等については当行ホームページに

記載しています。 URL は以下の通りです。  

１. 各種手数料について 

https://www.18shinwabank.co.jp/price/commissions/ 

２. 各サービス内容について 

https://www.18shinwabank.co.jp/corporate/ebservice/bb/ 

３. 第３条１におけるセキュリティ手段について 

https://www.18shinwabank.co.jp/corporate/ebservice/bb/security/ 

４. 第 40 条２における収納機関について 

https://www.18shinwabank.co.jp/personal/service/payeasy/kikan/ 

５. 各種預金規定について 

https://www.18shinwabank.co.jp/yakkan/yokin/ 

６. 振込規定について 

https://www.18shinwabank.co.jp/yakkan/naikoku_kawase/ 

７. 外国送金取引規定について 

https://www.18shinwabank.co.jp/yakkan/gaikoku_kawase/ 

８. 外国為替手数料について 

https://www.18shinwabank.co.jp/ebooks/exchange/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ビジネスバンキング Web ライト特約 

十八親和銀行 

1. 特約の適用範囲等 

⑴ この特約は、ビジネスバンキング Web ライトを利用するにあたり

適用される事項を定めるものです。 

⑵ この特約はビジネスバンキング Web 利用規定の一部を構成する

とともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定

めがない事項に関してはビジネスバンキング Web 利用規定が適用

されるものとします。 

⑶ この特約において使用される語句は、この特約において定義され

るもののほかビジネスバンキング Web 利用規定の定義に従います。 

2. ビジネスバンキング Web ライトの内容 

  ビジネスバンキング Web ライトはビジネスバンキング Web で提供

するサービスのうち当行所定のサービスに限定して提供を行うこと

をいいます。 

ビジネスバンキング Web ライトにおけるサービス基本料金は無料

です。ただし、当行は将来この取扱を変更する可能性があります。 

契約者は、ビジネスバンキング Web ライトにおいて次の各種サービ

スを申込むことができます。 

⑴ 照会・資金移動サービス 

⑵ 税金・各種料金払い込みサービス「Pay－easy（ペイジー）」（以

下、「料金等払い込み」といいます。） 

照会・資金移動サービスおよび「料金等払い込み」のサービス上限

金額は 300 万円まで（振込手数料別）の金額です。 

照会・資金移動サービスにおける振込・振替サービスは都度指定方

式のみとなり、振込手数料も振込を行う都度、サービス指定口座から

振込資金と合算して自動引落する方法のみとなります。 

3. サービス指定口座 

サービス指定口座として登録できる口座数は、申込代表口座を含め

最大 3 口座までとなります。 

4. 登録ユーザ数 

登録ユーザ数はマスターユーザを含め最大 3名まで登録可能となり

ます。 

5. ハードトークン 

申込できるハードトークンの個数は 1 契約あたり 1 個となります。 

6. Web 申請 

⑴ 「Web 申請」とはビジネスバンキング Web ライト上で行うビジ

ネスバンキング Web へのプラン変更手続きをいいます。 

⑵ 当行が「Web 申請」を受付け、当行所定の手続が完了した時点で

「Web 申請」にかかる事項の効力が発生するものとします。なお、

「Web 申請」がなされた場合であっても、当行の判断によりサービ

ス申込内容の全部または一部を承諾しないことがあります。 

⑶ 申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当

な権限者により有効に当該申込がなされたものとみなします。 

⑷ 「Web 申請」により生じた損害について、当行に故意または重 

大な過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。 

⑸ 「Web 申請」ではビジネスバンキング Web からビジネスバンキ

ング Web ライトへのプラン変更はできません。ビジネスバンキング

Web を解約し、新たにビジネスバンキング Web ライトの申込手続

きをする必要があり、ビジネスバンキング Web 解約以前のデータの

引継ぎはできません。 

⑹ 新たなサービス・機能等を Web 申請に追加・変更する場合がござ

います。 

7. 特約の変更等 

⑴ この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他

の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載に

よる公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるもの

とします。 

⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるも

のとします。 

以 上 

（2026 年 5 月 7 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本特約で引用している各種手数料、 規定等については当行ホームページに

記載しています。 URL は以下の通りです。  

１. 各種手数料について 

https://www.18shinwabank.co.jp/price/commissions/ 

２. 各サービス内容について 

https://www.18shinwabank.co.jp/corporate/ebservice/bb/ 

３. セキュリティ手段について 

https://www.18shinwabank.co.jp/corporate/ebservice/bb/security/ 

４. 収納機関について 

https://www.18shinwabank.co.jp/personal/service/payeasy/kikan/ 

５. 各種預金規定について 

https://www.18shinwabank.co.jp/yakkan/yokin/ 

６. 振込規定について 

https://www.18shinwabank.co.jp/yakkan/naikoku_kawase/ 

 



 

お客さま  各  位 

 

株式会社 十 八 親 和 銀 行 
 

 

当行は、 個人情報の保護に関する法律 （平成 15 年５月 30 日法律第 57 号） に基づき、 お客さまの個人情報を、

下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用致します。 

 

 

記 
 

 

 

業 務 内 容 

 

○預金業務、 融資業務、 為替業務、 外国為替業務、 両替業務およびこれらに付随する

業務 

○投資信託販売業務、 公共債販売業務、 保険販売業務、 金融商品仲介業務、 信託業務、 

社債業務等、 法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 

○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 （今後取扱いが認めら

れる業務を含む） 

 

利 用 目 的 

 

 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、 以下の利用目的で

利用致します。  

○各種金融商品の口座開設等、 金融商品やサービスの申込受付のため 

○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、 各種金融商品やサービスをご利用

いただく際の資格等の確認のため 

○預金取引や融資取引等における期日管理や照会受付等、 継続的なお取引における管理の

ため 

○お客さまに対し、 取引結果、 預り残高等のご報告やご案内を行うため 

○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断や事後管理のため 

○適合性の原則等に照らした判断等、 各種金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判

断のため 

○与信に関する業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、 適

切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため 

○他の事業者等から個人情報の取扱いを伴う業務を委託された場合等において、 委託され

た当該業務を適切に遂行するため 

○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

○データ分析やアンケートならびに市場調査の実施等による各種金融商品やサービスの研

究・開発等、 お客さまへのサービス品質の向上を図るため 

○ダイレクトメールの発送等、 各種金融商品やサービスに関する各種ご提案のため （お

客さまのサービス利用履歴、 ウェブサイトの閲覧履歴、 グループ会社等から取得した

情報等を分析して、 お客さまのニーズにあった各種金融商品やサービスに関するご提案

や広告をすることを含みます）  

○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため （お客さまのサービス利用履歴、 ウ

ェブサイトの閲覧履歴、 グループ会社等から取得した情報等を分析して、 お客さまの

ニーズにあった各種金融商品やサービスに関するご提案や広告をすることを含みます）  

○各種お取引の解約やお取引解約後の管理のため 

○その他、 お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため 

 

 

 なお、 特定の個人情報の利用目的が、 法令等に基づき限定されている場合には、 当該

利用目的以外で利用いたしません。  

○銀行法施行規則等により、 個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済

能力に関する情報は、 資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いた

しません。  

○銀行法施行規則等により、 人種、 信条、 門地、 本籍地、 保健・医療または犯罪経歴

についての情報等の特別の非公開情報は、 適切な業務運営その他の必要と認められる目

的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 

 
 

 

 


